
1/9 

○南関町危険木伐採等助成金交付要綱 

令和４年２月１日告示第６号 

令和５年８月10日告示第103号 

南関町危険木伐採等助成金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、危険住宅への倒木被害から町民の生命及び財産の保護を図るため、町内

の危険木の伐採、撤去及び処分を行う者に対し、南関町危険木伐採等助成金（以下「助成金」

という。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 危険住宅 住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第５条の規定により本町の住民基

本台帳に記録された町民が実際に居住している住宅に倒木被害を受けるおそれがある住宅

をいう。ただし、事務所又は共同住宅を除く。 

(２) 危険木 目通り直径おおむね20センチメートル以上で、かつ、樹高おおむね５メート

ル以上のもので、倒木により住宅に被害を与えるおそれのある立木をいう。ただし、庭木

などの立木を除く。 

（助成金の対象経費） 

第３条 助成金の対象経費は、次の各号いずれかに掲げるものとする。 

(１) 危険木の伐採に対する経費 

(２) 危険木の撤去及び処分に対する経費 

（助成金の申請者） 

第４条 助成金の申請者は、原則危険木がある土地の所有者とする。ただし、危険木がある土

地の所有者が申請者と異なる場合は、土地の所有者の承諾（第１号様式 承諾書の添付）を

得てなければならない。 

（助成金の額等） 

第５条 助成金の額は、事業費の10分の５とし、上限を50,000円とする。ただし、助成金の額

に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 

２ 助成金の交付は、助成対象の危険住宅に対し１年度あたり１回までとする。ただし、南関

町総合防災マップ及び熊本県土砂災害情報マップの指定地についてはこの限りでない。 

（助成金の交付の申請等） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、南関町危険木伐採等助成金交付申請書（第１号

様式。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。 

(１) 危険木の伐採等に要する経費がわかる見積書 

(２) 危険木の伐採箇所が確認できる図面 

(３) 危険木の伐採前の状況写真 

(４) 承諾書（申請者と土地の所有者が異なる場合） 

(５) その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請書の受付期間は、実施年度の４月１日から12月31日までとする。 

（助成金の交付の決定） 

第７条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行

う現地調査等により、助成金の交付をすることが適当であると認めるときは、予算の範囲内

において、助成金の交付決定をするものとする。 
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２ 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、その旨を助成金の交付申請を

した者（以下「申請者」という。）に対し南関町危険木伐採等助成金交付決定通知書（第２

号様式）により通知するものとする。 

（事業内容の変更） 

第８条 申請者は、前条の規定による交付決定通知を受けた申請の内容について変更要件を生

じたときは、南関町危険木伐採等助成金変更交付申請書（第３号様式）により、町長に申請

しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により変更の承認をした場合は、南関町危険木伐採等助成金変更交付

決定通知書（第４号様式）により申請者に通知するものとする。 

（実績報告及び検査） 

第９条 申請者は、交付決定通知を受けた年度内に工事を完了させ、工事が完了したときは、

南関町危険木伐採等助成金実績報告書（第５号様式）に次の各号に掲げる書類等を添えて町

長に提出するものとし、町の確認検査を受けるものとする。 

(１) 危険木の伐採等に要した経費の支払を証明する書類の写し 

(２) 危険木の伐採後の状況写真 

(３) その他町長が必要と認めるもの 

（助成金の交付確定） 

第10条 町長は、前条の検査完了後、前条に規定する実績報告書に基づき、助成金額の確定を

行うものとする。 

２ 町長は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、速やかに、南関町危険木伐採等

助成金交付確定通知書（第６号様式）により申請者に通知するものとする。 

（助成金の請求及び交付） 

第11条 申請者は、前条第２項の規定による通知を受けた場合には、助成金を請求しようとす

るときは、南関町危険木伐採等助成金交付請求書（第７号様式。以下「請求書」という。）

に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査のうえ、請求のあっ

た日から30日以内に助成金を交付するものとする。 

（助成金の返還） 

第12条 町長は、助成金の交付を受けたものが次の各号いずれかに該当する場合は、交付した

助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

(１) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。 

(２) 前号に掲げる場合のほか、不適当と認められる事実があったとき。 

（雑則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

この要綱は、告示の日から施行し、令和５年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第６条関係） 

 



4/9 

 

第２号様式（第７条関係） 
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第３号様式（第８条関係） 
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第４号様式（第８条関係） 

 



7/9 

第５号様式（第９条関係） 
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第６号様式（第10条関係） 
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第７号様式（第11条関係） 

 


